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はじめに─「全世代型社会保障」政策の
深化と加速化する国民生活の危機─

岸田内閣はロシアのウクライナ侵略で物価の異

常な上昇が続くなか、2022 年 10 月から 75 歳以

上高齢者の医療費窓口負担の１割から２割への引

き上げを強行した。そして 10 月以降も、2023 年

度に向けて全世代型社会保障構築会議や社会保障

審議会などを舞台に矢継ぎ早に後期高齢者等に対

する負担増が打ち出されている。こうした高齢者

に対する相次ぐ負担増は、現役世代の負担を減ら

して「世代間の公平性」を保つ「全世代型社会保障」

政策が大義名分とされている。岸田内閣の「全世

代型社会保障構築会議」のなかでは、「後期高齢

者の２割負担の導入について、大きな混乱なくこ

の 10 月から実施に至ったことは、まさにこの会

議の『全世代型』の考え方が国民にも浸透してい

るからではないか」という意見まで出ている（熊

谷委員、全世代型社会保障構築会議 2022 年 11 月

11 日）。

マスメディアも、「全世代型社会保障」政策に

おける高齢者への負担増の動きを叱咤激励してい

る。京都新聞は、「踏み切るか高齢者負担」とい

う見出しを付けて共同通信論説委員の次のような

記事を載せている。大型の選挙のない今こそ「国
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民から総スカンを食うほど不人気であっても、日

本の将来のためには避けて通れない政策に正面か

ら取り組むチャンスのはずだ。その政策の筆頭は、

子どもや孫、さらにその先の将来世代へのツケ回

しをやめるため、今の高齢者にも能力に応じ負担

増をお願いすることだろう。…首相は参院選後、

『全ての世代で公平に支え合う仕組みが必要だ』

として『全世代型社会保障構築本部』を推進エン

ジンに、高齢者のさらなる負担増の検討に入っ

た」。しかし、統一協会問題などで内閣支持率が

急落するなかで、「物価高で苦しい年金生活者の

負担増に、首相は踏み切れるのか」（2022 年 11

月３日朝刊）。

「全世代型社会保障」の考え方が国民に浸透し

ているかどうかは怪しいものだが、「全世代」と

いうキーワードが政府の高齢者の負担増を正当化

する錦の御旗のようになっていることは確かであ

る。この「全世代型」という社会保障制度「改革」

構想は「社会保障と税の一体改革」のなかで唱え

られはじめ、当時は高齢者の負担増よりも社会保

障給付を若い世代へ拡充するには消費税増税が不

可欠であることを説くことにアクセントがおかれ

ていた。構想から 10 余年を経て、「全世代型社会

保障」改革は現実化され、今や若い世代の社会保

障拡充のために高齢期の社会保障破壊を当然視す

る政策に深化してきている。コロナ禍での勤労国
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民の生活危機を背景に世代間競争を煽っているの

である。

小稿では「社会保障と税の一体改革」以降の「全

世代型社会保障」政策の変遷をたどりながら、こ

の政策が社会保障をどのように変質させ、また勤

労者の老後生活をいかなるものにしてきているか

を見ることにする。

1　「全世代型社会保障」政策の登場と
その背景

（１）「社会保障・税一体改革」と全世代対応型
社会保障構想の登場

「全世代型の社会保障」という構想が打ち出さ

れたのは、「社会保障と税の一体改革」の流れの

なかで設置された、民主党・菅内閣の「社会保障

改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への

社会保障ビジョン～」（2010.12）であった。これ

は社会保障財源として消費税の基幹性を主張する

ものであったが、勤労国民に負担増を受容させる

ために、社会保障改革の５つの原則をあげ、その

中に「切れ目なく全世代を対象とした社会保障…

主に高齢世代を給付対象とする社会保障から全世

代対応型の保障への転換」と「未来への投資とし

ての社会保障…子ども・子育て支援等を中心に、

未来への投資としての性格を強める」ことが掲げ

られていた。

この未来への投資論は「現役世代で見返り感が

乏しいまま負担感が増し、制度不信が高まってい

る」状況下での、さらなる負担増による反発を回

避しようという思惑からであった。この「有識者

検討会報告」には「全世代対応型」というキーワー

ドのその後の使われ方の原型が示されている。「今

回の社会保障改革では、…より受益感覚が得られ、

納得感のある社会保障を実現するとともに、世代

間の公平の見地から、社会保障制度を『全世代対

応型』へと転換することにより、就学前、学齢期、

若年層から高齢期までを通じて、一貫した支援の

実現を目指す」としている。

この「全世代対応型」への社会保障制度の転換

構想は、社会保障改革の必要性の論拠として「社

会保障・税一体改革大綱」（2012 年２月）に盛り

込まれた。「…社会保障を持続可能なものとする

ためには、給付は高齢世代中心、負担は現役世代

中心という現在の社会保障制度を見直し、給付・

負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・

世代内の公平が確保された制度へと改革していく

ことが必要である。」しかし、「有識者検討会報告」

では「全世代対応型」のポイントが現役世代への

給付の拡充に置かれていたのが、この大綱では社

会保障の持続性の観点から、「全世代対応」は給

付と負担の両面での世代間・世代内の公平性へと

強調点が変化している。

その後、自民党、民主党、公明党の３党合意に

よる「社会保障制度改革推進法」（2012 年８月）

が成立し、それを受けて「社会保障制度改革国民

会議」が設置され、翌 2013 年８月には「確かな

社会保障を将来世代に伝えるための道筋」という

サブタイトルの付いた国民会議報告書がまとめら

れた。そこでは、「全世代対応」は次のように表

記されている。

「『21 世紀（2025 年）日本モデル』の社会保

障については、必要な財源を確保した上で、子

ども・子育て支援を図ることや、経済政策・雇

用政策・地域政策などの施策と連携し、非正規

雇用の労働者の雇用の安定・処遇の改善を図る

こと等を始めとしてすべての世代を支援の対象

とし、また、すべての世代が、その能力に応じ

て支え合う全世代型の社会保障とすることが必

要である。」（下線は筆者）

ここでは全世代型社会保障を「21 世紀（2025 

年）日本モデル」と呼び、その改革の力点は、「社
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会保障の持続可能性、世代間の公平という観点」

から社会保障給付を現役世代に拡充することで若

い世代の負担感を和らげ、併せて現役世代や将来

世代の負担を軽減するために、高齢者を含む「現

在の世代」の負担（消費税、社会保険料、窓口負

担等）を増やすことに置かれた。この「社会保障

と税の一体改革」路線の設計図に基づいて「社会

保障制度改革プログラム法」（2013 年 12 月）が

策定され、その後はそのプログラムに沿って「社

会保障の持続可能性、世代間の公平」を大義にし

た社会保障制度各分野の「改革」が進められてき

た。その「改革」の中味は、介護保険制度に典型

的に現れているように社会保障制度の給付縮減と

負担の増大であった。

（２）アベノミクスと「全世代型社会保障改革」
のスタート
安倍政権の経済成長重視の経済政策の下で、そ

れまでの「社会保障と税の一体化」路線による社

会保障財源としての消費税増税等の負担増が追求

されるとともに、成長戦略の中に位置づけられた

社会保障の「商品化・市場化」が加速された。

2015 年 10 月に発足した第３次安倍内閣では、

アベノミクスの第２ステージとして「ニッポン

一億総活躍プラン」が掲げられ、その具体策とし

て「希望を生み出す強い経済」、「夢を紡ぐ子育て

支援」、「安心につながる社会保障」の新「三本の

矢」が打ち出された。この新「三本の矢」は「強

い経済」を生み出すために「一億総活躍社会」体

制（安い労働力としての女性と高齢者等の動員体

制）の構築を目指すもので、社会保障の縮小・変

容とがセットになった総働き体制づくりである。

経済成長のための「労働力不足」が強く意識され

ている。

こうした流れの中で、「Society 5.0」の具体化

を図る内閣の成長戦略の司令塔である「未来投資

会議」において 2018 年 10 月に「成長戦略の重点

分野」として、「SDGs に向けた Society5.0 の実現」

とともに「全世代型社会保障への改革」が取り上

げられ、「生涯現役社会の実現に向けて、意欲あ

る高齢者に働く場を準備する。併せて、新卒一括

採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑

化といった雇用制度の改革について検討を開始す

る。また、人生百年時代をさらに進化させ、寿命

と健康寿命の差を限りなく縮めることを目指す。

現役時代から自らの健康状態を把握し、主体的に

健康維持や疾病・介護予防に取り組み、現役であ

り続けることができる仕組みを検討する」ことと

された。

そして 2019 年の年頭記者会見で安倍首相が、

「全世代型社会保障元年」を宣言し、「全世代型社

会保障」という用語は政策の表舞台に再登場する

ことになったが、その中味はそれまでとはかなり

異なるものとなっていた。「未来投資会議」に提

出した厚生労働大臣の資料「2040 年を展望し、

誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現」

（2019.3.20）からも、「改革」の最大の狙いが「現

役世代（担い手）」の急減対策として、「総就業者

数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る

医療・福祉の現場を実現」することであったこと

が分かる。こうして社会保障政策の中に高齢者な

どの雇用制度の「改革」がドッキングされ、「全

世代型社会保障検討会議」（2019 年９月）へと継

承された。「全世代型社会保障検討会議」報告書

に「年金、労働、医療、介護など社会保障全般」

という言い方で、社会保障のなかに労働（政策）

が入れられていることの意図をしっかりと押さえ

ておく必要がある。

2　「全世代型社会保障」改革構想の深
化過程
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（１）アベノミクス版「全世代型社会保障」政
策の内容
表１のように、「全世代型社会保障元年」以降

のこの４年間の「全世代型社会保障」政策の策定

過程は３つの内閣の２つの審議機関を通じて遂行

されてきた。大きく安倍・菅内閣の「全世代型社

会保障検討会議」において具体化された政策と、

岸田内閣の「全世代型社会保障構築会議」の下で

現在進行中の政策に分けることができるが、基調

はあまり変化していない。とはいえ、目下作成中

の岸田版「全世代型社会保障」政策ではこの四半

世紀の新自由主義政策による国民生活の困窮化と

セーフティネットの劣化がコロナ禍もあって誰の

目にも明らかになった状況の下で「全世代型社会

保障」政策の化粧直しが求められているというこ

とである。「新しい資本主義」論や、現在進行し

ている最終報告作成の審議で「全世代型社会保障

の基本的考え方」が改めて提示されているのはそ

のことを物語っている。

小稿では、既に行われている全世代型社会保障

検討会議の下で現実化されてきた「全世代型社会

保障」政策を中心に検討することにする。2019

年 12 月に「中間報告」、2020 年夏には「最終報

告」が予定されていたが、コロナ禍の影響もあっ

て延期され、「最終報告」は菅内閣の下で 2020 年

12 月にまとめられた。この「最終報告」

は与党内での調整が遅れた「後期高齢者

の自己負担割合の在り方」が焦点化され

ており、「全世代型社会保障」政策の全体

像にはあまりふれられていないので、「中

間報告」（2019 年 12 月）によってアベノ

ミクス版「全世代型社会保障」政策の内

容をうかがうことにする。

「中間報告」において「全世代型社会保

障」は次のように展開されている。まず

経済社会の現状を「人生 100 年時代とライフスタ

イルの多様化」をチャンスとして「少子高齢化」

を克服するという捉え方をしている。つまり、女

性や高齢者が「年齢にかかわらず、学び、働くこ

とができる環境を整備すれば、生産年齢人口が減

少する中でも、就業者数を維持できる」という現

状認識である。この現状認識の上に「一億総活躍

社会」（総働き体制）実現のための「全世代型社

会保障」が最重要課題とされるが、その中味は「病

気になったとき、高齢になったとき、どのような

働き方ができるか」など「様々な事情の下でも就

労への意欲を活かせる社会を作る」ために、「働

き方の変化を中心に据えて、年金、医療、介護、

社会保障全般にわたる改革を進める」というもの

である。

このように「全世代型社会保障」の最大の眼目

は社会保障政策の中に労働を組み込んでいること

であるが、高齢者の労働の延長（「生涯現役」）と

社会保障制度との関係は、①「個人の自由で多様

な選択を支える社会保障」、②「現役世代の負担

上昇の抑制」、③「全ての世代が公平に支える社

会保障」という組み立てになっている。②と③は

社会保障と税の一体改革」以来ずっと追求されて

きた非現役層への負担増の要請である。①は「個

人の自由で多様な選択」を支えることを標榜しな

がら、働く以外の自由な選択が「不利」になるよ

表１　「全世代型社会保障」政策の策定過程
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うに社会保障制度を変えるということである。こ

こでは、労働市場にフルタイムで登場していない

女性等を労働市場に誘導するような社会保障制度

に改変することが念頭に置かれている。

これら「全世代型社会保障」政策が目指してい

るのは、人びとが働き続けて自らの生活問題を解

決することを妨げないような社会保障制度へと改

変すること、併せて制度の持続可能性を名分にし

て給付の縮減と負担増を高齢層に強要することで

ある。「全世代型社会保障」が実現しようとする

「一億総活躍社会」は究極の自助・共助社会であり、

憲法 25 条に示される社会権としての社会保障制

度とは対極の世界へと勤労国民を誘導しようとす

るものである。「全世代型社会保障」改革によっ

て実現する全世代にわたる勤労者の労働や生活の

実態が果たして「健康で文化的な生活の最低限」

を上回る水準になるのか、このことがここでは全

く等閑視されている。

「全世代型社会保障」の分野別の改革方向につ

いては、①年金（受給開始時期の選択肢の拡大、

厚生年金の適用範囲の拡大、在職老齢年金制度の

見直し等など）、②労働（70 歳までの就業機会確

保、中途採用・経験者採用の促進、兼業・副業の

拡大、フリーランスなど雇用によらない働き方の

保護の在り方）、③医療（医療提供体制の改革、

大きなリスクをしっかり支えられる公的保険制度

の在り方）、④予防・介護（保険者努力支援制度

の抜本強化、介護インセンティブ交付金の抜本強

化、エビデンスに基づく政策の促進、持続可能性

の高い介護提供体制の構築）の４つの柱が示され、

後に最終報告（2020 年 12 月）で⑤少子化対策（不

妊治療への保険適用等、待機児童の解消、男性の

育児休業の取得促進）が付加された。

こうした「全世代型社会保障」の「改革」メニュー

は「労働力不足」に対応する高齢者や女性の労働

市場への誘因策と社会保障給付の縮減、負担増が

セットになっていることが分かる。そしてこのよ

うな非情な社会保障改革を勤労国民に受容させる

ために、使われているのが「全世代」というロジッ

クである。枕詞のように唱えられている「給付は

高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまで

の社会保障の構造」とは何を指しているのか。「社

会保障の構造」と言いながら、社会保険制度以外

の社会保障領域はあたかも存在しないかの扱いに

なっている。保育や障がいや生活保護の分野には

このロジックは当てはめようがない。

「団塊の世代が 75 歳以上の高齢者となり始める

中で、現役世代の負担上昇を抑えることは待った

なしの課題である」と、後期高齢者医療制度の窓

口負担の２倍化が、「給付は高齢者中心、負担は

現役世代中心」のシンボリックな事象として扱わ

れているが、後期高齢者医療制度の支援金問題は

そもそも社会保険の仕組みには馴染みにくい保険

集団にわざわざ限定した制度設計に問題がある。

「全世代」というレトリックを使って、制度設計

の瑕疵のツケを後期高齢者の生活実態を無視して

無理矢理支払わせようとしているのである。この

ように「全世代型社会保障」が言う「社会保障の

構造」は、社会保障制度全般に当てはまらないだ

けでなく、社会保険制度に限定してみても、年金

制度をみても分かるように、現役時代の負担無し

に高齢期の給付はありえず、「給付は高齢者中心、

負担は現役世代中心」とは必ずしも言えない。

（２）「全世代型社会保障」構想の具体化とその
特異な「社会保障の構造」論

「中間報告」「最終報告」に基づいて構想は順次

実行に移された。目玉の労働分野では高年齢者雇

用安定法の一部改正が行われ、「70 歳までの就業

機会の確保のための措置」が企業の努力義務化さ

れた。併せて「大企業に正規雇用労働者の中途採

用・経験者採用比率の公表」の義務づけが行われ

https://rodosoken.com/
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た。年金分野においては、短時間労働者に対する

厚生年金の適用対象の拡大が行われ、また選択的

年金受給開始時期の上限の 75 歳引き上げ、併せ

て 60 ～ 64 歳に対する在職老齢年金を 65 歳以上

と同じ 47 万円に引き上げるなどの措置がとられ

た。

予防・介護の分野では、疾病予防や介護予防を

強化するために自治体の保険者機能を強化する措

置が行われ、また健康増進効果等を確認・蓄積す

る実証事業が予算化されるなどした。医療分野で

はコロナ禍への対応のなかで脆弱な医療提供体制

が露わになり、地域医療構想に基づく「医療提供

体制の改革」への批判が高まったが、他方で、後

期高齢者の窓口負担割合の２割への引き上げや紹

介のない大病院受診の定額負担の拡大などは見直

されることなく、強行された。「最終報告」にお

いては少子化対策についても取り上げられてはい

るが、その政策は人口減少への対応策としての効

果も期待できず、子育て期の女性労働力対策とい

う色彩の濃いものであった。少子化対策は岸田版

「全世代型社会保障」に持ち越されたとも言える。

過剰な装飾で見えにくくされていた構想段階で

の「全世代型社会保障」は実施に移された段階で

リアルな姿を露わにする。安倍・菅内閣の下で実

行されてきたアベノミクス版「全世代型社会保障」

政策の中味から判断すると、第１に、70 歳まで

の就業機会の延長や子育て支援のように人口減少

下の労働力対策だということである。そして第２

に、医療・予防・介護の領域にみられる給付削減

と負担増の強化で、これは従来の「社会保障と税

の一体改革」路線のバージョンアップである。労

働力動員政策と社会保障縮減政策の２つが一体化

したところにアベノミクス版「全世代型社会保障」

政策の大きな特質がある。

では、この２つの政策が一体化すると何がもた

らされるのだろうか。この四半世紀において日本

では新自由主義的経済政策が遂行され、労働の流

動化・不安定化が進行し、その結果、勤労者の生

活困窮が広がったが、同時に、「構造改革」の名

による社会保障制度等のセーフティーネット機能

の縮小と社会保障制度の変容、すなわち社会保険

中心主義化・「商品化・市場化」が進んだ。社会

保障給付の縮減と負担増は勤労者の私的対応＝自

助の拡大を必然化させた。そしてこうした社会保

障制度の改変は、一方で制度からの脱落層を増大

させるとともに、他方では、介護保険制度や後期

高齢者医療制度のように、社会保険化した社会保

障からサービスを受け続けるために増大する保険

料等の負担のための就業へのインセンティブを強

めることになる。

アベノミクス版「全世代型社会保障」政策は、

非労働力化している高齢者等を働くことへと誘導

することで「労働力不足」に対応し、かつ社会保

障縮減政策がもたらす私的負担の増大に耐えられ

る労働力人口を確保するという政府や財界に都合

のよい一石二鳥政策ということである。では逆に

勤労者の生活には何がもたらされるであろうか。

政策は 70 歳までの就業機会の確保によって、直

接的には年金等で非労働力化している高齢者を労

働市場等に多様な就業として留めようとするもの

であるが、これは労働者人生の最終ステージを「名

目的自営業」を含む不安定就業化させるだけでは

ない。その一番の狙いは「現役の間から多様で柔

軟な働き方を広げることで、雇用の選択肢」を広

げていくことである。つまり、労働者生活の生涯

にわたる流動化、不安定化の促進である。

こうした高齢期の不安定就業化は社会保障の抑

制とセットになっており、社会保障負担の増大に

耐えられる暮らし方、社会保障に頼らない暮らし

方への誘導とその標準化は、高齢期以外のステー

ジにおいても社会保障に頼れない状況を広げてい

き、高齢者・高齢期だけではなく、勤労者の生涯、

総論：「全世代型社会保障」政策は勤労者の高齢期生活をどう変えるかhttps://rodosoken.com/
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全世代の暮らしをさらにいっそう厳しい状況へと

追い込むことになる。

3　「全世代型社会保障」政策は高齢期
をどう位置づけているか

（１）労働政策の対象としての「前期高齢期」
「全世代型社会保障」政策は高齢期を２つのス

テージに分けて位置づけている。「前期高齢期」

は当面、70 歳までの就業が想定されているが、

この政策では労働政策対象の時期として扱われて

いる。そこでの就業機会として提示されている雇

用延長の内容は、①定年廃止、② 70 歳までの定

年延長、③継続雇用、④他企業への再就職、⑤フ

リーランス・起業する者との継続的な業務委託契

約、⑥事業主自らが実施する事業や事業主が委託、

助成、出資等する NPO 等の団体が行う事業への

継続的な従事などである。新たな政策として出さ

れたのは⑤や⑥の非労働者型の不安定就業への誘

導である。また③の「継続雇用」の中味は、同じ

会社での嘱託・契約社員・パート等の正社員以外

とする企業が 68.7％を占めている（独立行政法人 

労働政策研究・研修機構「高年齢社員や有期契約

社員の法改正後の活用状況に関する調査」、2014

年）。

60 歳代後半の労働者に対するこのような就業

機会の提供が果たして「生涯現役」の名に値する

ものなのか。就業の実態をみる必要がある。表２

のように、総務省「労働力調査」（2021 年）によ

れば、労働力人口比率は 25 ～ 59 歳で 80％台後

半と高くなり、加齢につれて 60 ～ 64 歳 70％強、

65 ～ 69 歳 50％強、70 歳代前半 33％、75 歳以上

で 10％強と低下している。65 ～ 69 歳の就業状態

では役員を除く雇用者が最も多く 34.4％、その内

訳は正規職員 8.5％、非正規職員 26.0％となって

いる。自営業者層も 10％強になっている。また

家事その他の非労働力人口は 50％弱で、この層

が就業機会提供の対象者に想定されているが、労

働力人口比率は 60 歳代後半へ移るときに引退な

どで 22 ポイントも低下しており、この低下を少

なくして労働力人口として留まる割合を引き上げ

ようとしているのである。

「社会保障と税の一体改革」以降の年金等の所

得保障だけでなく、社会保障全般で給付の削減や

負担増が続けられてきた結果、すでに高齢者の労

働力人口化は進行している。労働力人口の減少対

表２　年齢別就業状態、活動状態　　　　単位：万人（％）

資料：総務省「労働力調査」、2021 年

https://rodosoken.com/
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策として、それを加速させようとするのが「全世

代型社会保障」政策である。2018 年～ 2021 年の

４年間の年齢別就業状態の変化をみると、表３の

ように、65 ～ 69 歳の年齢層で最も大きな変化が

起きている。労働力人口は 4.1 ポイント増加し、

その増加が雇用労働者で、しかも非正規職員（3.0

ポイント増）であることが分かる。60 歳代前半

における雇用労働者の増加が主として正規職員で

あるのと対照的である。そして労働力人口が増え

た分だけ、非労働力人口は 114 万人、4.2 ポイン

ト減少している。

この間、65 ～ 69 歳の年齢層に政策的な焦点が

当てられてきたこともあって、この年齢層の労働

市場への誘導が急速に進んでいることが示されて

いる。そして提供される就業機会が現役労働者の

就業の質的劣化とセットで進んでいることが分か

る。それは高齢労働者の労働災害発生状況にも現

れ、2021 年の労働災害による死傷者のうち 60 歳

以上の占める割合は 25.7％と高くなっており、そ

れは雇用に占める高齢労働者の割合を大幅に上

回っている。命を危険にさらしながらの労働生活

の継続なのである。

（２）社会保障抑制の対象としての「後期高齢期」
これに対して、「後期高齢期」は「社会保障と

税の一体改革」由来の社会保障抑制のターゲット

として位置づけられている。この年齢層では稼働

による社会保障負担の増大をカバーすることが難

しいからである。介護保険制度にしても、後期高

齢者医療制度にしても、稼働収入がなくても生き

ている限りは社会保険料を支払い続けるシステム

である。唯一の年金収入の減額が続くなかで、高

齢者を社会保険の仕組みに包摂し続けるには、高

齢者以外の負担・支援を増やすしかないが、「団

塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期

高齢者支援金の急増が見込まれる中で、若い世代

は貯蓄も少なく居住費・教育費等の他の支出の負

担も大きいという事情に鑑み」て（「最終報告」）、

現役世代に対する負担・支援の増加を封印すると、

残された選択肢は無慈悲にも社会保障費用の抑制

と後期高齢者への負担増になるという訳であろう。

こうして 2022 年 10 月から後期高齢者医療制度

の窓口負担を倍加させたが、後期高齢者支援金の

軽減が即「若い世代の保険料負担」の軽減にはつ

ながっていない。厚労省試算では、後期高齢者の

給付を 2025 年度に 2,220 億円削減することで、

後期高齢者支援金は 840 億円減少するが、そのう

ち現役世代の負担の軽減額は 400 億円であり、こ

れを被保険者１人当たりにすると、わずかに年間

357 円の減少に過ぎない。減少したのは企業の負

担金である。また、こうした後期高齢者への給付

の削減は病気や介護への対応が私的なものに転嫁

されることを意味しており、勤労者層のトータル

な負担が減ることはないし、個々の世帯の経済状

況によっては社会保障にアクセスできなくさせる。

もちろん、「最終報告」も「他の世代と比べて、

高い医療費、低い収入といった後期高齢者の生活

実態を踏まえつつ、自己負担割合の見直しにより、

必要な受診が抑制されるといった事態が生じない

ようにすることが不可欠である」と述べ、後期高

齢者の生活実態の厳しさに言及はしている。しか

表 3　年齢別就業状態の増減（％）

資料：総務省「労働力調査」（2018 年～ 2021 年）

総論：「全世代型社会保障」政策は勤労者の高齢期生活をどう変えるかhttps://rodosoken.com/
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し、厳しい生活実態がそのまま受診抑制には結び

つかないと判断していると思われる。それは高齢

者が医療サービスへのアクセスを最優先とする暮

らし方をしているからである。「国民生活基礎調

査」（2019 年）の年齢別有訴者率や通院者率から

も分かるように、加齢とともに身体的不調感が高

まり、また通院者率も上昇している。70 歳代以

上になると７割以上が通院している状況にある。

こうした健康状態にある高齢者は無理をしてで

も受診を継続しようとしている。全生連・民医連

調査報告書『健康で文化的な生活とは何か』（2020

年）によれば、生活が困窮状態に陥ったときにど

のように対処したかを問うているが、現在または

過去１年間の生活困窮経験は表４のようになって

いる。全生連の会員、民医連の共同組織を対象に

したこの調査は調査対象者の７割以上が 65 歳以

上となっており、高齢者の生活実態をよく表して

いる。C 受診不可（医療機関を受診できなかった）

比率は全生連で 3.0％、民医連で 0.9％と低くなっ

ており、医療サービスへのアクセス費用を捻出す

るために、他のさまざまな生活部分が削られてい

るのである。

この最も困難な後期高齢者に対する負担増が

「大きな波乱なく」受け入れられたと判断したの

か、22 年 11 月以降の政府の審議会では「全世代

型社会保障」を大義にした後期高齢者の保険料引

き上げや介護保険の負担増や給付縮小が堰を切っ

たように表面化してきている。しかし、「都会で

働く若者は、地方の農村に暮らす見ず知らずのお

年寄りへも医療費の４割分を仕送りしている構図

だ」（前掲、京都新聞記事）という若者と年寄り

の対立を煽るような言説が流布するなかで、世代

を超えた共通の問題であるという受け止め方はま

だ広がっていない。後期高齢者の次は前期高齢者

へ、そして現役世代へと全世代への給付減・負担

増が波及することになるのは火を見るより明らか

である。

4　「全世代」というレトリックで隠すもの

「全世代」を冠した社会保障論がいかに本末転

倒した社会保障とは無縁の代物であるかをみるた

めに、トニー・フィッツパトリック『自由と保障』

（勁草書房、2005 年）の「社会保障の給付と負担」

の一節を取り上げることにする。この著作はベー

シック・インカム論争を取り上げたものである

が、その前提としてイギリスの実証研究を基にし

て社会保障制度の基本的な問題についての整理を

行っている。「租税と移転の再分配効果」の項で、

再分配には「垂直的再分配とライフサイクル的再

分配」の２つの形態があり、垂直的再分配は「最

終的な勝者から最終的な敗者への再分配を意味す

る」として、例に「扶助の給付」が「高所得集団

から低所得集団への再分配」であることをあげて

いる。

確かに当初所得と最終所得を比較すると、貧し

い人びとは租税システムや移転システムから利益

を得ているが、「このことは必ずしも垂直的再分

配が行われたことを意味しない」、それは「極貧

者が受け取ったものは、最も裕福な者から移転さ

れたものとは限ら

ない」、つまり、

「貧しい方から５

つの十分位の人た

ちは、基本的には

自分たちへの給付

表４　生活困窮時の経験

資料：『健康で文化的な生活とは何か』（全生連・民医連調査報告書、2020 年）
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に自ら出資しているからである」としている。

　これに対して、ライフサイクル的再分配は

「人生のうちで稼得能力が最も高い時期から最も

低い時期へと所得が再配分」されることであるこ

とをヒルズの引用をしながら次のように説明して

いる。ライフサイクル的再分配は「一生のうちで

所得が比較的高い時期に、移転制度へ時たま『預

け入れて』、所得が比較的低い時期にそこから『引

き出す』」ものであるが、この所得移転制度にお

ける「大部分の給付は一生を通じて自分でまか

なったものであり、他人から支払われたものでは

ない。…福祉国家が行うことのうち、約４分の３

はこのような『貯蓄銀行』と見ることができる」

としている。

この２つの所得再分配論に照らして「全世代型

社会保障」政策を見ると、垂直的再分配と「全世代」

概念が無関係であるだけでなく、ライフサイクル

的再分配においても現役世代が支払っている社会

保険や税は基本的に自分のための「預け入れ」で

あって、高齢世代を含む他者との間の再分配では

ない。「全世代型社会保障」政策が言いつのる「世

代間の不公平」問題はライフサイクル的再分配と

しての社会保険では理屈上も事実としてもあり得

ないのである。問題は現役世代への第１次分配が

長期にわたって抑制されるなかで、現役世代が疲

弊し、所得が比較的高い時期にもかかわらず困窮

して、移転制度への「預け入れ」が難しくなって

いることである。

これは新自由主義政策の結果、ライフサイクル

的再分配としての社会保険が成り立たなくなって

いることを示している。つまり社会保険が「貯蓄

銀行」であるにもかかわらず、勤労者の所得が比

較的高い現役時にも移転制度への「預け入れ」も

ままならない状況にあるということで、「預け入

れ」が縮小すれば、所得が比較的低い高齢期の「引

き出し」も縮小することになる。また介護保険制

度や後期高齢者医療制度では所得が低くても終生

「預け入れ」を続けなければならない。このよう

に行き詰まった社会保険制度のライフサイクル的

再分配を、「全世代」というレトリックを使って、

あたかも世代間の再分配であるかのようにすり替

え、事実上の貧者から富者への逆再配分を合理化

しているのが「全世代型社会保障」政策なのである。

また高齢期における所得格差の大きさを想定し

て「年齢ではなく負担能力に応じた負担という視

点」が強調されるが、再分配を担う社会保障にとっ

て応能負担は大前提である。垂直的再分配におい

てもライフサイクル的再分配においても応能負担

が貫かれることによって再分配が可能となるから

である。しかし、ここではその負担能力が「全て

の世代が公平に支える」というように「世代」の

概念で括られている。これは社会保障財源問題を

高齢者世代と現役世代との問題に視野限定するこ

とが、現役世代の負担抑制と「公平な負担」を口

実にした高齢世代の負担強化に都合がよいからで

ある。

社会保障財源は社会保険料（被保険者＋事業

主）、公費負担（国庫負担＋他の公費）などから

なり、公費負担部分の税金は個人所得税、法人所

得税、消費税、資産課税等となっている。社会保

障財源の担われ方が本当に「負担能力に応じた

負担」になっているのか。大企業の内部留保が

484.3 兆円（2021 年度末）と巨大化するなかで、

消費税や法人税、課税最低限、社会保険料などの

実態が示すように現状は応能負担になっていな

い。ますます負担能力のない高齢者など低所得層

の負担が強められている。「全世代」という言葉は、

大企業や富裕層など真の負担能力をもった存在を

隠すための煙幕というしかない。こうして社会保

障は制度としてはたとえ「持続」しても限りなく

縮小に向かい、生涯現役で働き続けないと生活が

維持できない暮らし方になる。これが「全世代型

総論：「全世代型社会保障」政策は勤労者の高齢期生活をどう変えるかhttps://rodosoken.com/
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社会保障」がもたらす近未来の姿である。

5　既に進んでいる「生涯現役」化と高
齢期の暮らしの悪化

（１）高齢者世帯の所得状況と家計
１）高齢者世帯の所得状況と稼働所得の上昇

高齢者世帯の所得のピーク時（1998 年）から

の 20 余年の高齢者世帯における所得状況の推移

をみれば、高齢期のくらし方の変化が如実に示さ

れている。表５のように「国民生活基礎調査」に

よると、2020 年にはピーク時の所得に近づいて

きているが、全世帯の所得の回復が進んでいない

ので、全世帯と高齢者世帯の所得格差は縮まって

いる。それは高齢者世帯の稼働所得が増大してい

るからである。2010 年における高齢者世帯の稼

働所得は 53.5 万円でその比率は 17.4％、公的年

金等は 207.4 万円でその構成比は 67.5％であった。

それに対して 2020 年の稼働所得は 71.7 万円でそ

の比率は 21.5％、公的年金等の額は 207.4 万円で

その構成比は 62.3％に下がっている。稼働所得が

増大した分だけ世帯所得が高くなっているのであ

る。

２）加齢にともなう家計収支の変化

高齢者世帯の家計収支の状況を家計調査データ

からうかがうことにする。総務省「家計調査」（2020

年）によると、勤労者世帯の世帯主年

齢別の収入と支出は表６のようになっ

ている。この年齢別の家計収支から分

かることは、60 歳未満と 60 歳代、70

歳以上では家計の収入構造が大きく変

わることである。実収入は 60 歳未満を

100 とすれば、60 歳代 74、

70 歳以上 63 に縮小してい

る。それは定年等によって世

帯主の稼働収入が 60 歳代で

60、70 歳以上で 36 へと減少

しているからである。他方、

社会保障収入は増大するが、

世帯主収入の減少を補うも

のではなく、加齢に伴って世

帯収入は減少するのである。

他方、家計支出は収入の減

少に伴って、実支出、消費支

出、非消費支出ともに減少し

ている。しかし、実支出に占

める消費支出の割合は年齢

が上がるにつれて高くなっ

ているが、その金額は 60 歳

表５　高齢者世帯の平均所得金額の推移

表６　世帯主年齢別１世帯当たり１ヵ月の収入と支出（勤労者世帯、2020
年）　円､（％）

（注）※の全世帯の数値は 1994 年のピーク時のもの。高齢者世帯のピークとは４年ず
れている。

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」　単位、万円

資料：総務省「家計調査」2020 年
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代で現役世代の 94％、70 歳以上で 82％となって

おり、高齢になっても生活の維持コストは減少し

ない。むしろ食料、光熱水道、家具家事用品、保

健医療の比率は高くなっている。実支出に占め

る非消費支出の割合は低下している。60 歳未満

の比率 28.1％から 70 歳以上になれば 16.0％へと

12.1 ポイントも下がっている。しかし、介護保険

料比率は 2.0 ポイント上がり、健康保険は 1.1％

しか下がっておらず、介護保険料とともに医療保

険料は高齢者世帯にとっては負担感の高い費目と

なっている。

（２）高齢者世帯の家計における就業の影響
では同じ年齢の高齢者世帯において、稼働収入

がある勤労世帯と無業世帯とでは家計の収入構造

と支出構造はどのような差異が現れているであろ

うか。まず家計の収入構造については表７- １の

ようになっている。60 歳以上世帯と 65 歳以上世

帯で、勤労世帯の場合は世帯主年齢の平均は前

者で 65.5 歳、後者で 69.2 歳となっており、それ

ぞれ 60 歳代の前半および後半の世帯主が何らか

の形で稼働所得を得ている世帯の状況を示してい

る。実収入は 60 歳以上世帯で 474,811 円、65 歳

以上世帯で 442,596 円となっており、あまり減っ

ていない。これに対して、無職世帯の場合はいず

れの年齢層でも世帯主年齢 70 歳代半ばから後半

となっており、70 歳代における家計の収入構造

を表していると思われる。実収入の金額も最も少

ない高齢夫婦のみの無職世帯 237,988 円、最も高

い 65 歳以上世帯の無職世帯 247,768 円とほぼ同

じ水準になっている。

世帯主が稼働している世帯と無職世帯の比較で

は、無職世帯の実収入が 60 歳以上世帯の場合で

約23万円、65歳以上世帯で19.5万円も少なくなっ

ている。無職世帯の実収入に占める社会保障収入

の比率は８割を超えているが、社会保障収入では

実支出がまかなえず、無職世帯はどの年齢層にお

いても全て赤字になっている。稼得労働を続ける

か、預貯金などの蓄えを取り崩すしか家計を維持

することができない状況にあるのである。既に「生

涯現役」状態にあることが家計データからも裏付

けられている。

次に、支出構造（表７- ２）であるが、世帯主

60 歳以上世帯における無職世帯の実支出は勤労

表７- １　世帯主の就業状態別１世帯当たり１ヵ月間の収入　（円、％）

資料：総務省「家計調査」2021 年
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世帯の 70.1％に縮小している。世帯主 65 歳以上

世帯の場合は同年齢の勤労世帯の 76.4％になって

いる。このように、無職世帯では実収入の低下に

対応して実支出も減らしている。しかし、それで

も「平均消費性向」に現れているように、収入を

超えた支出の状態が続いており、「黒字率」は無

職世帯では全てマイナスになっている。つまり働

かないと生活が維持できないような状況に置かれ

ているのである。病気等で稼働収入という対応を

とることのできない高齢者世帯はこうした事態に

いかに対処すればよいのであろうか。「生涯現役」

を謳う「全世代型社会保障」にはこうした高齢期

の厳しい現実への対応策はどこにも示されていな

い。

おわりに

12 月（22 年）に入り、岸田内閣のもとでの「全

世代型社会保障構築会議 報告書」作成が急ピッ

チで進められ、座長の「全世代型社会保障の基本

的考え方」や「全世代型社会保障の構築に向けた

各分野における改革の方向性」（論点整理）が公

表されてきている。2022 年１月の首相の施政方

針演説において「新しい資本主義」を唱え、現在

の危機を「公平な分配が行われず生じた」とも述

べていることから、「全世代型社会保障」にもア

ベノミクス版「全世代型社会保障」政策にはない、

公平な分配や再分配の強化が盛り込まれるのでは

と注目したが、この報告書案を見る限りこれまで

の政策の延長というほかない。

しかし、リニューアル・オープンした岸田版「全

世代型社会保障」政策には、「基本的考え方」や「論

点整理」のなかで新たに持ち込まれたものもある。

それは「基本的考え方」における「目指すべき社

会」像としての「地域の支え合い」を強めるであ

り、分野別政策における「地域共生社会」の実現

表７- ２　世帯主の就業状態別１世帯当たり１ヵ月間の支出　（円、％）

資料：総務省「家計調査」2021 年

https://rodosoken.com/
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である。つまり、住民同士が助け合う「互助」の

機能の強化が「全世代型社会保障」政策に付け加

えられたのである。このことは何を意味している

であろうか。

社会保障制度審議会「95 年勧告」によって進

められてきた社会保障の「商品化・市場化」、社

会保険中心主義が勤労国民の貧困化のなかで行き

詰まり、再び生身の人間同士での相互扶助が推奨

されるようになってきた。これが「我が事・丸ごと・

地域共生社会」戦略であり、「地域包括ケア強化法」

（2017 年６月）のなかに「地域共生社会」の実現

に向けた取組の推進等として盛り込まれた。2019

年にスタートしたアベノミクス版「全世代型社会

保障」政策では企業の「労働力不足」対策を優先

させて、「地域共生社会」ではなく、新たに就業

による「自助」が焦点化されている。

ところが、コロナ禍は縮小した社会保障のセー

フティーネットではカバーされないだけでなく、

就業による「自助」もままならない人びとが広範

に存在していることを改めて浮き彫りにした。

岸田内閣はこれまでの社会保障政策を修正して

セーフティーネットを強化する方向ではなく、ア

ベノミクス版「全世代型社会保障」政策を受け継

ぎ、それに「地域共生社会」政策を付け加えて、「自

助」と「互助」をさらに強める方向が打ち出され

た。これが果たして社会保障と言えるのであろう

か。個人の私的対応や住民の相互扶助では対応で

きない生活諸課題を社会的に、公共的に解決する

のが社会保障の基本的役割であるのに、「全世代

型」と称する社会保障政策は社会保障の縮小・解

体を促進し、それを「自助」と「互助」に委ねる

ものへと変質させようとしている。

とはいえ、社会保障の「自助」・「互助」化への

道も平坦ではない。アベノミクス版「全世代型社

会保障」政策が進めている高齢者や主婦などの労

働力化が、「互助」路線の「地域共生社会」政策

と両立しがたいものだからである。高齢期だけで

なく、人びとの生活を稼得行動に収斂させる「生

涯現役」型生活を、就業の不安定化をテコに強制

することが社会に何をもたらしてきているかとい

うことである。地域における「互助」の中心的担

い手とされてきた自治会などは今深刻な担い手不

足に直面している。地縁型でない協同組合やボラ

ンティア組織においても同様な状況にある。逆に、

「我が事・丸ごと・地域共生社会」戦略のように

社会保障や公共サービスの縮減が進められると、

地域の住民組織・団体には担いきれないような多

くの課題が殺到してくる。

現在行われているのは、「互助」の担い手でも

ある地域住民の稼働を促して「互助」活動の担い

手を減らす政策を進めながら、同時に、その「互

助」活動に最終的な生活課題の解決を委ねるとい

う支離滅裂な政策となっている。実際にこの間の

コロナ禍による影響も重なってボランティア活動

などは急激に減少している。2021 年の総務省「社

会生活基本調査」は、過去１年間にボランティア

活動を行った者の比率が 17.8％と、2016 年より 8.2

ポイントも大幅に減少していることを明らかにし

ている。岸田版「全世代型社会保障」政策がこの

まま進められると、「互助」活動は担い手不足と

ボランティア性の剥奪に挟撃されて壊滅的な打撃

を受けることになるだろう。

稼得行動（仕事）と互助活動を含む非稼得行動

がどのような関係にあるか、を改めて確認した上

で、生活における非自律的な稼得行動の広がりが、

人びとの生活に何をもたらすか見てみよう。表８

は、60 歳以上の高齢者に日ごろ暮らしていくな

かで「特に心がけている」点や活動について調査

したものである（「2021 年度高齢者の日常生活・

地域社会への参加に関する調査」、内閣府）。仕事

と仕事以外の生活行動がどのように配分されてい

るかが示されている。
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「仕事」の比率は加齢とともに減少し、最大

の 60 ～ 64 歳層における 55.7％から 80 歳以上の

10.2％になっている。最も「仕事」比率が高い時

期では「健康管理」「家事」「衣服」「家族・親戚

とのつきあい」「近隣・友人・仲間とのつきあい」

「外に出ること」「社会奉仕、ボランティア活動」

などの比率が最も低くなっている。つまり、「仕

事」以外のほとんどの生活行動ができにくい状況

にあることが分かる。これに対して、70 歳代に

おいては「仕事」比率が下がり、健康状態も維持

されていることから、「仕事」以外の生活活動が

活発に行われている。生活を享受することを重視

し、「社会奉仕、ボランティア活動」への参加比

率も高くなっている。65 ～ 69 歳層は「仕事」重

視の 60 ～ 64 歳から脱「仕事」の 70 歳代への過

渡的な時期となっている。

結局、安倍、菅、岸田の３内閣を通して遂行さ

れてきた「全世代型社会保障」政策は、比較的現

役労働者に近く「仕事」優先の 60 ～ 64 歳層の暮

らし方に当面は 65 ～ 69 歳層を引き込むという戦

略であるが、それは日本の勤労者の老後を消滅さ

せるだけではなく、勤労者の生涯を社会保障に頼

れないものへと大きく変えるものである。労働一

色の「生涯現役」型人生ではなく、上記の 70 歳

代の高齢者生活が示すような「仕事」以外の多様

な活動が展開できる社会保障制度の再構築が不可

欠である。そしてそのためにはまずは世代を超え

た社会保障情勢の共有が必要であろう。

（はまおか　まさよし・佛教大学名誉教授）

表８　　日ごろ心がけていることや活動（％）

資料 : 内閣府「2021 年度高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査」
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